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第三章 地方公共団体の押印見直しに係る取組 

地方公共団体における押印見直しの参考としていただくため、第二章で解説した国の
取組の考え方、基準等をベースにし、先行して取り組んだ地方公共団体の経験も取り込
みながら、地方公共団体における押印見直し手順等を整理しました。 

先行して押印見直しに取り組んでいる地方公共団体の取組を確認したところ、おおむ
ね以下の手順で作業を進めています。各段階における取組内容は、下記プロセス１．～
７．のとおりですので、各団体の実情を踏まえて、必要な修正を行いながら活用してく
ださい。 

 
＜図４：押印見直し手順のイメージ図〉 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．組織の意思統一 

押印の見直しは、検討に手間を要するほか、長年馴染んできた業務ルールの変更に
は、庁内から不安や反発の声が挙がることも予想されます。見直しを円滑に進めるた
めには、首長等の幹部がリーダーシップを発揮して庁内に呼びかけを行うことによ
り、各部門が押印の見直しの目的や意義を理解して、前向きに取り組める機運を醸成
することが重要です。 

 
２．取組体制の構築 

①推進部門の指定 
首長等の幹部の指揮の下、取組の中心となって見直し方針や基準の策定、手続所管

部門への検討依頼、回答の取りまとめなどを行う推進部門を指定します。 

確認・検討プロセス 
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先行して押印見直しに取り組んだ地方公共団体では、総務部門や行政改革部門のほ
か、関係部局を集めたプロジェクトチームを組成し推進部門としている場合もありま
す（P18＜参考：地方公共団体における推進体制の構築事例＞参照）。 
②関係部門の協力 

推進部門が見直し方針や基準を策定する際に、総務、法務、人事、会計、IT など庁
内横断的な制度・業務を担当する部門の専門的な見地からの協力が得られるよう、必
要に応じて取組体制の中に位置付けます。 

（ⅰ）総務・法務部門 
押印の法的効果の検討、押印廃止のための条例等の一括改正など 

（ⅱ）人事部門 
推進部門が示した方針に沿って、人事、給与、庶務関係手続における押印見

直しを検討し、結果を庁内各部署に連絡 
（ⅲ）会計部門 

推進部門が決定した方針に沿って、会計手続の見直しを行い、結果を庁内各
部署に連絡 

（ⅳ）IT 部門 
推進部門が決定した方針に沿って、情報システムの見直しを行い、結果を庁

内各部署に連絡 
③手続所管部門における見直し 

   推進部門が決定した押印見直し方針に沿って、所管手続やその様式について、押印
の必要性に関する見直しを行います。 

 
 

  



－18－ 

 

＜参考：地方公共団体における推進体制の構築事例＞ 
地方公共団体名 取組内容 

福岡市 ・市長トップダウンで押印見直しを開始。はじめに実態調査を実施
したうえで、押印の根拠確認と見直し方針を策定し、方針に沿った
見直しを全ての部署に呼びかけ。 
・また、幹部職員にも見直しを意識づけるため、行政手続のオンラ
イン化推進を目的に設置された「スマート行政推進会議」（平成 31
年 4 月設置）をはじめとしたあらゆる幹部出席会議において、市役
所全体で押印義務の見直しに取組むことを説明し、意思統一を図
る。 
・推進体制としては、 総務・文書部門と行革部門を中心に、ICT 推
進部門とも連携しながら実施。結果、令和 2 年度末までとしていた
達成目標を半年前倒し、市単独で見直し可能なものについて令和２
年９月末で「ハンコレス」完了。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪府  令和元年 12 月に開催されたスマートシティ戦略会議において、は

んこレス、キャッシュレス、ペーパーレスの「３つのレス」を知事

が提言。その後、令和２年１月に押印を求める手続の棚卸調査を実

施。同年 10 月、副知事が全部局に対し押印義務の見直し検討を指

示。行政のデジタル化推進部門が押印義務見直しの指針を作成し、

府で所管する全ての手続について、押印規制見直しの照会を実施。

押印を残す手続については副知事が個別にヒアリングを行うなど、

徹底的な見直しを行っている。 

 

取組体制のイメージ図（福岡市） 
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相模原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 2 年 10 月 1 日、市長が書面・押印・対面規制の見直しの実施

を決定するとともに、庁内公募による若手職員プロジェクトチーム

の設立を指示。（10 月 16 日に組成。） 

・プロジェクトチームには、総務(公文書管理)・行政改革・情報シ

ステムの各部門が事務局として参画し、適宜検討作業をサポート。 

・1 次検討：市への手続の押印廃止について、対象となる手続を 11

月 24 日に決定し、12 月 4 日に各所属に対し、規則改正の必要ない

手続については年内の廃止、規則改正が必要な手続については令和

3 年 1 月末までに見直しを行うよう通知した。 

・2 次検討：決裁等庁内手続の在り方、市民からの手続のオンライ

ン化の方向性などの検討作業を進めている（～12 月末）。 

 

 

 

 

 

 

取組体制のイメージ図（相模原市） 

取組体制のイメージ図（大阪府） 
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三重県 ・令和 10 月 16 日議会への知事答弁で「県独自の押印を求めている

手続は年内に見直しの方向性をとりまとめ年度内に廃止を完了させ

る」旨発言。行政手続はスマート改革推進課、内部手続は行財政改

革推進課（会計規則に基づくものは出納局）が推進部局となって主

導し、進捗は知事を長とする部長級会議で確認。 

・11 月 4 日集計時点で県独自の行政手続のうち、押印を求めている

947 手続のうち、95％にあたる 897 手続が年度内に廃止の方向で

検討中。今後代替手段、廃止時期等について精査を進める。 

・内部手続のうち、押印を求めている全 601 手続（会計規則に基づ

くものを除く。）については、年度内に廃止の方向で検討中。会計

規則に基づくものについても、廃止できるものは年度内に廃止の方

向で検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組体制のイメージ図（三重県） 
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＜column＞押印見直しは組織の意識改革が大切 
～CASE 千葉市～押印見直し担当 

総務局情報経営部業務改革推進課 黒川 裕季様 寄稿 
千葉市では「市民や事業者へ時間を返す」という視点で行政改革を進める一環とし

て、平成 26 年から押印の見直しを進め、約 3,000 種類の手続のうち約 2,000 種類
を、署名を基本とする「署名又は記名押印」の選択制等に改めました。 
見直しに当たり、職員から「押印を無くして大丈夫なのか？」等の声も多く、なか

なか理解が得られないこともありましたが、調査や議論を進める中で少しずつ意識の
醸成を図っていきました。 

現在では、住民も職員も押印しないことに違和感がなく、次のステップとして行政
手続の原則オンライン化を進めています。押印の見直しは住民からも喜ばれる取組で
あり、オンライン化の第一歩にもなりますので、職員の意識改革等、課題も多いと思
いますが、一緒に取り組んでいきしょう。 

～CASE 福岡市～押印見直し担当 行政部総務課 岩室 淳子様 寄稿 
押印義務を見直すにあたって最も大変だったことは「職員の意識改革」です。 

福岡市の場合は、コロナ禍によって行政手続きのオンライン化の重要性高まる前、平
成 31 年頃から取組を進めており、今ほどの全国的な課題認識の広がりはなく、先行
していた見直し事例も多くありませんでした。 

取り組み当初は、「印鑑なしで本当に大丈夫なのか」といった、職員からの戸惑い
の声が多くあり、「行政手続きにハンコが必要なのは当たり前」という発想が深く根
付いていることが実感されました。 

しかし、そんな職員の戸惑いに対し、「実印でもない、誰でもどこでも購入できる
認印にどれだけ本人確認の効果があるのか。」そんな市長からの問題提起に多くの職
員がハッとさせられました。さらに、押印を見直したその先にあるオンライン化の重
要性まで思いを巡らせると、行政が変わらないままではいられません。 

「職員の意識改革」を進めるうえでは、こうした見直しの必要性を、担当職員だけ
でなく上層部も漏らさず巻き込み、職員全体へ浸透させることを意識して進めまし
た。 

～CASE 大阪府～押印見直し担当  
スマートシティ戦略部デジタル行政推進課 増田 友和様 寄稿 

   本府の押印義務見直し開始当初は、全国的にも取組が加速していない時期だったこ
ともあり、見直しに積極的な所属は多くありませんでしたが、国の通知や他の自治体
の事例などを共有するなど、全庁的に見直しの必要性が浸透するよう努めました。 

今年度に入ると、全国的な押印義務見直しの機運が高まったことも相まって、徐々
にその必要性が認識され、主体的に取り組む所属も増えていきました。 

手続の中には、現状の業務フローを変えることなく押印義務を見直すことができる
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ものも多くあるため、職員の意識改革も取組を進める上での重要な一つの要素だと実
感しました。 

～CASE 三重県～押印見直し担当 総務部スマート改革推進課 中西 弘様 寄稿 
本県では７月の総務省通知を受け、８月から行政手続の棚卸等の調査を進めまし

た。全庁的に調査へ本気で取り組んでもらうためには、トップダウンでの指示が不可
欠です。 

実際、10 月の議会で知事が「県独自手続の原則押印廃止」を表明した後、再度見直
し調査を実施した際には手続の報告件数が３倍に増える等、各部局の「本気度」が目
に見えて変化しました。 

各部局への見直し依頼にあたっては、規制改革会議で示された基準を参考としつつ
も、細かい基準は示さずに、まずは手続を所管している各部局で判断してもらうよう
にしました。当然、代替措置等で幾分かの温度差も生じますが、全体のバランスは取
りまとめを担当する我々が確認しつつも、手続を所管する現場がしっかり考えてくれ
たことは良かったと思っています。 

押印の見直しは、今後の業務プロセスのデジタル化の最初のステップでしかありま
せん。今後は代替措置などについて検討を進めなければならず、「現場のコミット」
を当初から確保しつつ進めることをお勧めします。 

～CASE 大阪府高石市～押印見直し担当 総務部総務課 西村 まい子様 寄稿  
押印の見直しを推進するにあたり、まず本市における全ての申請等手続を把握するた

め全課に照会をすることからはじめました。数千にものぼる手続を取りまとめ精査する
ことは骨を折ることでしたが最も苦心したことは、全職員に当事者意識を持たせること
でした。 

他団体を視察し先進的な取り組みをお手本にしながら、手探りながらも見直しの完了
に向け、庁内各課と協議を重ねるなど日々奔走しております。 

見直しの過程で、全課に一つ一つの手続における法令、例規等の条文・様式の確認を
させることにより、職員に改めて所管の行政手続における根拠となる法令、例規等を再
認識させるきっかけになったことはこの押印見直しの副産物とも言え、大変意義のある
ことでした。 
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３．押印見直し方針の策定 

推進部門が関係部門の協力を得て、押印見直し方針を策定します。押印見直し方針
の内容が、プロセス４．で説明する照会様式の項目として記載されます。 

先行して押印見直しを実施している地方公共団体の押印見直し方針を確認すると、
主に、見直しのスケジュール、対象とする手続の他、押印見直し・署名見直しの基準
の設定（プロセス５．参照）、押印を廃止した場合の実現可能な代替手段の検討、手
続所管部門と推進部門の検討・確認プロセスの方法（押印継続の場合は、理由書やヒ
アリングシートの提出義務付け等）が挙げられています。また、会計、人事部門が、
所管する手続において、手続の性質に即した独自の基準を設けている例も見られま
す。 

一通り全体の検討を終えたのちに策定する押印見直し計画（プロセス６．参照）の
公表内容などの方向性や、押印を廃止する際の具体的な方法もこの段階で検討しま
す。（プロセス７．参照） 

 
４．押印を求める手続の実態把握 

推進部門は、押印見直し方針に定めた見直しの対象手続のリストアップ、見直し方
針に該当するか判断するために必要となる事項（押印の種類、根拠規定等）を把握す
るための照会様式を作成し、手続所管部門に照会します。 

会計関係手続は会計部門が横断的にチェックを行うことが予定されている場合な
ど、後の検討・確認プロセスの便宜上、手続の種類（行政手続、内部手続（人事手
続、会計手続）等）ごとに様式を別にしたり、それらを識別する欄を設けます。 

手続所管部門では、手続所管課、事業・手続名／様式名、押印の種類（注１）、押
印根拠の分類（注２）、根拠規定（注３）等を記載して推進担当に提出します。以降
の右側の列は、次のプロセス５．で検討結果を記載する際に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 



－24－ 

 

＜照会様式例＞ 
（照会様式標準例は内閣府 HP： 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html に掲載しています） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）押印の種類 
   ①認印、②登記印・登録印、③登記印・登録印＋印鑑証明、に分類します。この

分類は、地方公共団体が求めている押印の趣旨（本人確認や文書作成の真意確認等）
を確認するためのものです。 

 
（注２）押印根拠の分類 
   行政手続、内部手続に関わらず、以下分類で振り分けることで、国や都道府県等

の対応を待って対応する手続、地方公共団体が自らの判断で見直しできるものに分
類します。次のプロセス５．では、この分類によって対応が異なります。 

      なお、国の法令等で直接的に押印を求めているものではないが、地方公共団体に
おいてそれに準じて押印を求めている手続については、(a)ではなく(c)に分類しま
す（例：契約書の押印は法律で定められているため(a)ですが、見積書、請求書、領
収書については(c)となります)。 

 
 

 
 
 

 
（注３）根拠規定 
   押印を求める具体的な根拠名、条項を記載します。 

例：〇〇条例第〇条第〇項 
  なし（慣行） 

1 〇〇部〇〇課
産業廃棄物処理業の許可
申請/産業廃棄物処分業新
規・更新許可申請

②登記印・登録印 (a)国の法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ④国の動向注視 ④国の動向注視

2 〇〇部〇〇課
選挙運動関係/市長選挙公
営施設使用の個人演説会
開催届

①認印 (b)都道府県の条例等
〇〇県規程別記様式
（公職選挙法第161条第１項，行令第
112条第１項により）

⑤都道府県の動向注視 ⑤都道府県の動向注視

3 〇〇部〇〇課
固定資産税・都市計画税/
減免申請書

①認印
(c)地方公共団体の条
例等や慣行

〇〇市市税条例施行規則 ➁廃止の方向で検討中 ➁廃止の方向で検討中

署名見直し検討

根拠規定

①廃止済
➁廃止の方向で検討中
➂廃止不可
④国の動向注視
⑤都道府県の動向注視

①廃止済
➁廃止の方向で検討中
➂廃止不可
④国の動向注視
⑤都道府県の動向注視

手続の実態把握 押印見直し検討

押印の種類 押印根拠の分類No. 手続所管課
事業・手続名

/様式名
（注１） 

プロセス５．での検討結果を記入 

（注２） （注３） 

分類 記載

(a)国の法令等により押印が求められているもの P25

(b)都道府県の条例など外部の機関により押印が求められているもの P25

(c)自団体の条例等や慣行により押印を求めているもの P25

(d)通知等に押印する公印等 P32
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５．押印見直し・署名見直しの検討  
手続所管部門は、押印を求める手続の実態把握が終了したのち、押印と署名の見直

しを行います。見直しは、４．（注２）押印根拠の分類別に以下のとおり行います。
検討を終えたら推進部門へ回答し、押印見直し方針に従って、推進部門との検討・確
認プロセスに入ります。 

（１）国の法令等により押印が求められているもの 

４．（注２）において押印根拠の分類(a)に分類された手続については、国に
おける見直し結果を反映するため、国において年内に政省令等の改正、年明け
の通常国会における一括法の提案が予定されています。施行の際には、所管省
庁から関係する地方公共団体に対して施行通知や事務連絡等が発出されますの
で、それに従った条例等の改正、様式変更、関係者への周知等が考えられま
す。 
 ※政省令や法律改正の実施状況、施行通知等の発出状況やその内容について

は、今後、本マニュアルを更新して紹介していきます。 
 

（２）都道府県の条例など外部の機関により押印が求められているもの 

      ４．（注２）において押印根拠の分類(b)に分類された手続については、市区
町村においては、国の法令等のほか、都道府県の条例等により押印を求められ
ている手続もあることから、都道府県における押印見直しの動向も把握したう
えで、それに対する対応（関係する部署との事前調整や、必要に応じて条例等
の改正、様式変更等）も盛り込んだ押印見直しの方針、スケジュールを検討す
ることが考えられます。 

都道府県が押印見直しに取り組む際には、管内市区町村に対して検討内容や
スケジュール等を連絡しておくと、市区町村の検討がスムーズに行われます。 
 

（３）自団体の条例等や慣行により押印を求めているもの 

  ４．（注２）において押印根拠の分類(c)に分類された手続については、地方
公共団体が自らその要否を検討します。行政手続、内部手続に関わらず、押印
を求める趣旨の合理性の有無、代替手段の有無等により判断します。（下記の
基準（ⅰ）、図５参照） 

また、署名についても、一連の手続の中で押印と同時に求められることが多
いことから、併せて見直しすることが考えられます（下記の基準（ⅱ）参
照）。   
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（ⅰ）押印見直しの判断基準 

     基準①：押印を求める趣旨の合理性の有無 
      解説：押印を求める趣旨として、以下３点が挙げられますので、その合理性

をそれぞれ検討することで押印見直しを行います。 
〈押印が求められている趣旨〉 

 
 
 
 
 
 

登記・登録印によらない押印は、本人確認の手段としての効果は大
きくないため、認印については、行政手続、内部手続に関わらず、押
印を求める趣旨の合理性が乏しいと考えられ、基本的に押印を廃止し
ます。 

また、登記印や登録印の押印を求めているものでも、印鑑証明書の
提出を求めていないため印鑑照合を行えない場合には、押印を見直し
ます。さらに、制度の趣旨から厳格な確認が必要と考えられる場合に
は、印鑑証明まで提出を求めることも考えられます。 

印鑑証明書の提出を求めているものでも、必要以上に求めている場
合には、印鑑証明書の提出を見直すことが考えられます。 

 
〈国の法令等に準じて押印を求めているもの〉 

国の法令等に準じて、自団体で押印を求めているものについては、
今回、国において行った行政手続及び内部手続の押印見直しの結果 18

を基に対応することが想定されます。国の押印見直しの結果には、押
印見直しの方向性や見直しに至った検討内容、スケジュール等が記載
されていることから、地方公共団体で押印見直しを判断する際に参考
とすることで、国に対応した押印見直しを行うことが可能です。 

                                                      
18 参考資料１別添３：各府省における内部手続の見直し事例 

参考資料４－３：各府省の行政手続における押印の見直し方針一覧 
参考資料５別紙２：法令等により書面・押印・対面を求めている会計手続、人事手続等についての
一覧表 
参考資料５別紙４：会計手続、人事手続等において各府省が裁量により求めている書面・押印・対
面の見直し事例 
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     基準②：押印を求める趣旨の代替手段の有無 
    解説：上記に記載した押印を求める趣旨を代替する手段を検討することで、

押印見直しを行います。主な代替手段として、既存システムの利用等
による ID・パスワードによる認証や利用アドレス登録を行った e メー
ルからの受信、本人確認書類の写しの受領等が想定されますので、各
団体の実情に合わせて、代替手段を設定する必要があります。 

        また、現に本人確認書類の提出を求めている場合や必要に応じ実地
調査を行っている場合には、押印を見直すことが考えられます。 

        
〈図５：押印見直しの判断フロー〉 
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〈※１：本人確認・文書作成の真意確認の考え方〉 
地方公共団体の行政手続においては、本人確認や文書作成の真意（申請意

思）確認を押印や署名で担保してきましたが、近年、その手法について見直し
が行われています。 

今回、国の押印見直しに係る考え方として、実質的証拠力や文書の証拠価値
は、押印のみによって評価されるわけではなく、文書の成立経緯を裏付ける資
料などの証拠全般により判断されるものであって、形式的証拠力の観点からも
押印による推定（文書の真正性 民事訴訟法第 228 条）は限定的であるという
見解が示されています。19また、文書作成の真意の確認のための押印について
は、本人確認がなされている場合には、三文判が自由に手に入る世の中におい
て、あまり意味をなさないとも言われています。さらに、署名の見直しについ
ては、「署名又は記名押印」を求めてきた手続について、記名押印を廃止し、
すべての申請者に署名を求めることは、実質的に申請者の選択肢を狭めること
となるため、厳しく検証されました。 

今回、本マニュアルに基づいて各団体で押印、署名の見直しを行う際には、
認印や、印鑑照合を行わない登記・登録印による押印の効果は限定的であると
いう前提に立って本当に本人確認が必要であるか改めて検討し、必要な場合
は、代替方法を検討することが重要です。また、文書作成の真意確認は、窓口
での申請かオンラインによる申請に関わらず、本人確認を経た申請がなされれ
ば良いと考えられます。 

 
〈※２：契約書や見積書、請求書等の支出根拠書類の押印の考え方〉 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第５項の規定により、地方
公共団体が契約につき「契約書」を作成する場合においては、契約の相手方と
ともに、「契約書」に記名押印しなければ、当該契約は確定しないこととされ
ています。 

国においては、今般の見直しで、法的安定性を図る観点から、直接収入又は
支出の原因となる契約の最終的な意思確認文書である「契約書」への記名押印
は廃止しないこととする一方、「契約書」以外の「見積書」、「請求書」、
「領収書」等については押印を不要としました。 

先行して押印見直しに取り組んだ地方公共団体の中には、契約書には「契約
書に基づく委任状、請求書、領収書等を含む」との考えの下、契約書に関連し
た書類を押印見直しの対象としなかった団体もありました。債務を履行する担
保として、厳格に解されてきたためと思われます。 

                                                      
19 参考資料１別添４：押印についてのＱ＆Ａ（令和 2 年 6 月 19 日） 
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地方公共団体における「見積書」、「請求書」、「領収書」等については、
地方自治法等の国の法令によるものではなく、各地方公共団体の長が定める財
務規則等において押印の取扱いを定めているものであるため、その作成や書類
の提出に当たっての押印の取扱いについては、これらの国の取組に準じた対応
を実施することが考えられます。20 

 
〈※３：見積書、請求書等の支出根拠書類の押印見直しに係る対応〉 

支出根拠書類の押印見直しに係る対応については、今般の国の取組に準じる
と、ID・パスワードによる認証を経たオンライン対応や利用アドレス登録を
行った e メールによる書類の提出等 21により行うことが想定されます。また、
入札参加者に対して印鑑を登録させ、支出根拠書類の印鑑と照合している場合
についても、その手法自体について検証することも考えられます。 

地方公共団体においては、国の見積書、請求書等の押印見直し事例等 22を参
考にしながら、各団体の実情を踏まえ、支出根拠書類の押印見直しに係る対応
を検討することが求められます。 

 
〈※４：協議書、覚書等の押印の考え方〉 

 協議書、覚書等については、先行して押印見直しに取組んだ地方公共団体の
多くが、契約書としての性質を備えている場合には押印を存続することとして
います。今般の国の取組においても、契約書は押印が存続することから、協議
書、覚書等の取扱いについては、引き続き同基準により判断することが考えら
れます。    

 
〈※５：行政手続のオンライン化に当たっての本人確認の考え方〉 

      地方公共団体が行う手続のオンライン化において、ID・パスワードによる認
証、利用アドレス登録を行ったeメールの利用等は、本人確認として有効で
す。 

しかし、各団体が抱える各手続の性質や運用、組織体制等などが異なること
から、国の取組を参考にしつつ、実情に合わせた取組が求められます。 

国においては、各種行政手続をデジタル化する際に必要となるオンラインで

                                                      
20 参考資料１：地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて（令和 2 年 7 月 7

日）及び別添１：書面規制、押印、対面規制の見直しについて（令和 2 年 7 月 2 日） 
21 参考資料７：行政手続のオンライン化に当たっての本人確認の考え方（令和 2 年 11 月 16 日） 
22 参考資料１別添３：各府省における内部手続の見直し事例 
  参考資料５別紙２：法令等により書面・押印・対面を求めている会計手続、人事手続等についての一

覧表 
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の本人確認に対する考え方及び手法が示されています（「行政手続におけるオ
ンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」以下、「本人確認ガイ
ドライン」という）。23行政手続の簡素化の議論の中では、書面での申請に比
べてより厳格な本人確認手法を求めているオンラインの手続があるとの指摘が
あるほか、本人確認ガイドラインでは電子メールによる申請は念頭に置かれて
いないが、電子メールによる申請における本人確認の考え方を示すことで行政
手続のオンライン化が促進される可能性があります。その状況をふまえ、国に
おいて、行政手続をオンライン化するに当たっての本人確認の在り方につい
て、「本人確認ガイドライン」の内容を補完するものとして、「行政手続のオ
ンライン化に当たっての本人確認の考え方」24でその考え方が整理されていま
す。 

地方公共団体においては、手続の本人確認の必要性に応じ、代替可能な手段
を検討する必要がありますので、オンライン化などの代替手法を検討する際
は、参考にすることが考えられます。 

 
（ⅱ）署名見直しの判断基準 

    署名については、一連の行政手続の中で押印と同時に、又は押印の代替とし
て求められることが多いため、押印見直しに併せて署名も見直すことが課題に
なります。押印を見直した場合において署名を見直すにあたっての判断基準は
以下のとおりです。 

基準①根拠規定が「署名及び押印」：署名を求める実質的な意味の有無 
解説：署名及び押印の両方を求めている手続について、押印を求めず署名のみ

を残すことは手続の簡素化であり、署名に実質的な意味があると考えら
れる場合には、引き続き、署名を求めることは認められるものと考えら
れます。 

基準②根拠規定が「署名又は記名押印（認印可）」 
：署名を求める実質的な必要性の有無 

解説：署名、記名押印のうち、いずれか一方のみを求めている手続について、
記名押印のみを廃止し、全ての申請者に署名を求めることは、申請者の
選択肢を狭め、実質的に規制強化となりますので厳しく検証することが
求められます。記名押印（認印可）により代替可能とされてきた署名に
ついても、原則として不要と考えられます。 

                                                      
23 参考資料６：行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン（平成 31 年 2

月 25 日） 
24 参考資料７：行政手続のオンライン化に当たっての本人確認の考え方（令和 2 年 11 月 16 日） 
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なお、「押印（認印可）」のみを求めている手続について、これに代
えて新たに署名を求めることは規制強化となり、原則として認められな
いものと考えられます。 

但し、改めて手続の性質、実情等に即して検討し、署名を求める実質
的な必要性がある場合には、申請者の負担増も考慮したうえで、例外的
に署名を存続することは認められるものと考えられます。 

 
〈図６：署名見直しの判断フロー〉 
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〈参考：署名と記名押印の双方を廃止した場合の対応〉 
署名と記名押印の双方を廃止した場合の対応として、条例等や様式を改正す

る必要がありますが、その内容は国で法案提出が予定されている一括法や各省
庁が改正する法令等を参考にすることが考えられます。一括法は初版発出時に
は法案提出前ですが、各省庁が改正する省令等はすでに公表されているものも
あります。すでに改正された省令等を確認すると、条文で規定している場合
は、申請者の「氏名を記載すること」に改正し、様式で規定している場合は、
実質的に申請者の「氏名を記載させる形」に改めることで対応しており、申請
者が窓口で氏名を記載されることを排除するものではありません。一括法の考
え方は、今後、本マニュアルを更新して紹介していきます。 

参考に「氏名を記載すること」とした場合の申請者欄のイメージ図を掲載し
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（４）通知等に押印する公印等 

４．注２において押印根拠の分類(ｄ)に分類された公印については、今回の国
の押印見直しにおいて、明示的に見直すこととはされていませんが、公印省略
等と記載されている事例も多いところです。内部手続については、今回、公印
が見直しされたものも存在しています。25 

  

                                                      
25 参考資料５別紙２：法令等により書面・押印・対面を求めている会計手続、人事手続等についての一

覧表 

（廃止前）
フリガナ（姓） （名）
漢字（姓） （名）

　　　　　　　　　　　　　　印

（廃止後）
フリガナ（姓） （名）
漢字（姓） （名）

署名又は記名押印
氏名が自署の場合は押印省略可

氏
名

氏
名
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＜column＞決裁における職員の押印について 
決裁は行政手続を処理する過程の一部ではありますが、リモートワークや業務の効率

化の観点から、職員の押印を見直すことが考えられます。職員の押印の代替手段として
は、電子決裁システムの整備等のオンライン化が挙げられます。 

電子決裁は、自動回覧・督促機能により起案者が持ちまわる必要なく、決裁者も自分
のタイミングで決裁ができるほか、決裁文書の保存・検索が容易に行えるなど業務の効
率化に貢献します。国においては、平成２１年に府省共通システムとして電子決裁のシ
ステムの運用を開始しましたが、利用が進まなかったため、アクションプランを策定
し、目標を掲げて電子決裁率の向上に取り組みました。決裁ルートの見直し（同報機能
の活用による決裁者の削減等）、システムの操作性やマニュアルの改善、府省・部局ご
との利用実績を明らかにして低調な部局等への取組促進等に取り組んだ結果、平成２８
年度には電子決裁率が 91.4%（注）まで向上しました。現在も、平成 30 年 7 月にデジ
タル・ガバメント閣僚会議で決定した「電子決裁移行加速化方針」に基づき、電子決裁
への移行を推進しています。 （注）府省共通電子決裁システム以外のシステムを利用するものを含む 

地方公共団体においても、電子決裁を積極的に推進し、押印の見直し、そして業務効
率化に成功した団体がありますのでご紹介いたします。 

 
～CASE 茨城県～総務部行政経営課 佐藤 広明様 寄稿 

茨城県では、知事のリーダーシップのもと、デジタル化による業務の効率化の一環と
して、平成 30 年 4 月から 10%台だった電子決裁率を 100%とする取組を進め、4 ケ月
でほぼ目標を達成しました。 

取組に当たっては、まず決裁を「審査」と「意思決定」に分け、「意思決定」のみを
全て電子化しました。例えば、紙の書類は紙のまま「審査」し、その後「意思決定」に
必要不可欠な書類のみを電子化して、必要に応じて決裁時に紙の根拠書類を見るルール
としました。 

こうした対応により、分厚い書類を電子化する負担を懸念する現場の抵抗感もなくな
り、目標達成に繋がりました。電子書類は電子上で審査し、同様に処理しています。 

現在は、決裁時の押印廃止により、持ち回り決裁がなくなり、テレワーク時にも円滑
に電子決裁が行われています。 
～CASE 佐賀県～佐賀県総務部情報課 津田 浩介様 寄稿  

佐賀県では、文書事務の効率化や迅速化、ペーパーレス化などを目的として、庶務事
務や旅費事務における電子決裁をはじめ、文書決裁の電子化に平成 16 年度から取り組
んでおり、その土台となるファイル共有サーバの整備などとあわせて、庁内の決裁処理
の電子化を進めてきました。 

文書決裁の電子化にあたっては、「添付資料の閲覧に時間や手間がかかる」という不
満が導入当初はよくあがっており、一部で決裁に紙が使われた時期もありましたが、シ
ステム改良を重ね、紙と同等か、それ以上の使い勝手を実現することで、紙を使う理由
がないほど電子決裁が定着するようになりました。 



－34－ 

 

また、当県の文書決裁システムの特徴として、会計事務システムとの連携を行うこと
により、負担行為や支出命令なども電子決裁が行えるようにしており、時間と場所にと
らわれない決裁処理を実現しています。 

さらに、平成 20 年 1 月から、テレワークを導入していますが、電子決裁が行えなけ
れば、テレワークをしていても決裁の度に登庁が必要となるなど、決裁時の押印が不要
となる電子決裁なしに現在のテレワークは成立しなかったと言っても過言ではないと考
えています。 

 
６．押印見直し計画の策定  

推進部門は、プロセス５．において、手続所管部門から回答があった、押印根拠や
押印廃止の可否や見込み、署名廃止の可否や見込み、代替手法やスケジュール等の回
答内容について、押印見直し計画として取りまとめることが考えられます。このよう
な全庁的・計画的な見直しを担保するため、手続所管部門や関係部門に配付するとと
もに、住民に対して公表することも有効と考えられます。 

 
７．押印廃止  

手続所管部門は関係部門（主に法務部門）と連携し、必要な条例等や様式の改正を
行います。施行日が確定したら、住民への周知も必要です。推進部門は、押印継続と
なったものについて、手続所管部門との検討・確認プロセスを継続します。また、押
印見直し計画に変更が生じた場合は、計画の変更が必要です。 

先行して押印見直しを実施している地方公共団体の取組を確認すると、条例等の一
括改正や、特例規則を活用（別表による読み替え等）し、押印を廃止する際の速やか
で効率的な条例等の改正、施行を実施している例もあります。 

  


